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 最近の個別労働紛争の急激な増加 

 

集団的労使
紛争 

労使協調
路線 

個別労働紛争の急激
な増加 

 

第２次大戦後 １９８０年代 

 

１９９０年代初期バブル崩壊   

長い不況のトンネル 

 

◇解雇，雇い止め 

◇賃金未払い 

◇出向・転籍 

 

◇いじめ，嫌がらせ etc 



企業内における自主的な解決システム 

                      個別労働紛争の解決システム 

労働審判 

地裁 簡裁 

調 停 

労  働  者  （  個  別  労  働  紛  争 ） 

紛 争 の 類 型 ・ 規 模 等 に 応 じ た 手 続 選 択 
～労働局（労働相談），法テラス，弁護士会ｅｔｃによる振り分け～ 

行政による解決システム 弁護士会等によるADR 

都道府県労働局 

都道府県労政主管事務所 

各弁護士会の 

紛争解決センター 

紛争調整委員会 

訴 訟 

訴 訟 

労働委員会 

司法による解決システム 

※仮処分 

～～～～～～～～～～～～～ 

労働基準監督署 
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個別労働紛争の解決 ～裁判所での主な手続～ 

  
訴訟 
     

～判決によって解決～ 

 

  

   

労働審判 
  
～３回以内の期日で 

  実情に即した 

     柔軟な解決～  

 

〈手続選択のポイント〉 
 

●的確な主張・立証のため弁護士に依頼することが望ましい 
 

●申立時に詳細な申立書のほか証拠書類の提出が必要 
 

●争点が複雑な事案や膨大または緻密な立証が要求される 

 事案はなじまない 

 
  

  
   

  

〈手続選択のポイント〉 

●的確な主張・立証のため弁護士等に依頼することが望ましい 
 

●厳格な手続の下，裁判所の判断を求める事案になじむ 

調停 
  

～話合いによる 

  円満な解決～ 

 

〈手続選択のポイント〉 
 

●法律の専門家でなくても申立てが容易    
 

●必ずしも詳細な主張書面や証拠書類の提出は不要 
 

●事案の軽重は問わない 
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労働審判の 「３つのＳ」 

 

 ◇ 迅速性（Speedy） 

   ３回以内の期日(概ね３か月程度が目安です)で手続が終了す
るので，訴訟手続に比べて迅速に結論を出すことができます。 

 

 ◇ 専門性（Specialized） 

   労働関係の知識経験を有する専門家が審理に関与します。 

 

 ◇ 柔軟性（Suitable） 

   事案の実情に応じた，柔軟な内容の審判をすることが可能
です。  

 

     手続の特徴  
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  原則として，３回以内の期日（概ね３か月程度が目安）で手続が終
了する。 

  

 

     迅速性（ Speedy ）  
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第１回 

 

•口頭で争点整理，書証の取調べ，当事者の審尋等 

•調停の試み 

第２回 

•証拠調べ 

•調停の試み 

•調停案提示 

第３回 

•調停成立 

•口頭で審判を告知 
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 労働審判員とは， 
 
   人事・労務管理制度の実情や職場や企業，産業等における労使慣行な
どについての専門的な知識経験を有する者のうちから，最高裁判所が任命。 
 
   事件ごとに裁判所が労使各１名の労働審判員を指定するが，労働審判
員は，中立かつ公正な立場で職務を行う。 

  

 

     専門性（ Specialized ）  
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労働審判官  
（裁判官） 
   ＋ 

労働審判員
（労働者側） 
 

 

労働審判員 

（使用者側） 
 

労働審判委員会 

 

７ 



労働審判手続には，労働調停制度が「ビルト・イン」 
 
審判においても，権利関係や手続の経過を踏まえて，事案の実情に即
した解決案を定めることができる。 
 
 
 
  例えば， 
  
   ◇解雇無効を主張して地位確認，賃金支払請求事案で 
      →会社都合退職とし，解決金を支払って解決 
 
   ◇残業代支払請求事案で 
      →解決金を支払って，今後の労働条件を確認して解決 
   
                                   など・・・ 

 

 

     柔軟性（Suitable ）   
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